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１９．かりよん保育園の例外的利用について 

（令和５年度 第１回かりよん保育園運営委員会 R5.12.21承認決定 議事録から抜粋） 

   イ 保育園の例外的な利用について報告・提案 

   ◆前提 

    原則として、病院が設置し、勤務中＊の職員が利用するための保育園という位置づけのため、保護

者が次子の産休・育休に入った場合などは、既登録時は原則としていったん退園となる。 

 

   ◆例外的利用を認めている事例 

    パターン①：夜勤明けの職員が心身の休養を取るため、勤務を終えて帰宅・休養（睡眠等）中にか

りよん保育園で受け入れる。 

    パターン②：職員本人が体調不良で休暇を取得し、配偶者も仕事を休むことができず、近隣に両親

等保育を頼める親族もいない場合などは、パターン①類似のケースとしてかりよん保育

園で受け入れる。 

    パターン③：保護者が次子の産休・育休に入った場合などは、既登録児は原則としていったん退園

となるが、医師など出産後間を置かずに復帰予定の場合は、例外的に既登録児の登録も

継続する。 

 

   以上の確認事項について、委員会で正式に承認された。 

   （勤務中＊とは、出張などの職務命令による所属病院外で受講する研修・学会参加等を含みます。） 

 

２０．様式集 

（１）与薬指示書 

（２）登園届 

（３）インフルエンザ登園許可意見書 

（４）新型コロナウイルス感染症登園許可意見書 

（５）登園許可証明書(医師の意見書) 



 

 

与薬について 
かりよん保育園では、保育施設での与薬は医療行為にあたるため原則としてお断りをしております。 

病院での受診時に、ご家庭のみの服用で済むよう医師にご相談ください。 

ただし、やむを得ない理由がある場合は、「与薬指示書」と「薬剤情報提供書コピー」を保育者に提出していただ

き、薬をお預かりいたします。 

※薬は１回分ずつに分け、お子様のお名前、日にちの記入をしてください。 

※薬は必ず職員へ手渡しでお願いいたします。 

※与薬指示書の用紙は保育施設にてご用意しております。 

※以下のお薬はお預かりできません。 

以前処方され飲み残した薬、市販薬、解熱剤（経口薬・座薬）、座薬、症状（熱がでたら、咳が出た 

ら、痙攣が起きたら等）を保育者が判断し与薬するもの。 

 

 

 

年   月   日 

児童氏名                  

 

保護者氏名                 

 

1. 病名・症状 

2. お預かりする飲み薬は、１回分の量を容器に入れてお持ちください。 
粉薬（   包）  水薬（   ml）  錠剤（   錠） 
塗り薬（       ）  目薬（       ）  その他（         ） 

3. 時間帯   夜  ・  朝  ・  昼    （ 食前 ・ 食後 ） 

4. 使い方の指示 （例）水で溶く、直接塗る…など 

 
 

5. このお薬を処方していただいた病院又は医師名 
病院又は医師名             問い合わせ電話番号              

 

６. 与薬者サイン 

日にち / / / / / / 

預かり者名       

与薬時間 : : : : : : 

与薬者名       

返却者名       

かりよん保育園 

キ  リ  ト  リ 

与薬指示書 

 

 

 



 

保護者の登園届

＜保護者記入＞
登園の際には、下記の登園届の提出をお願い致します。
（なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。）

児童氏名

病名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　と診断され

年 月 日　医療機関名　「 」
（医療機関連絡先： 　　)　において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園致します。

保護者氏名

○　医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

ヘルパンギーナ
急性期の数日間(便の中に1ヶ月程
度ウイルスを排出しているので注
意が必要)

発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、
普段の食事がとれること

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと

帯状疱疹 水泡を形成している間 すべての発しんが痂皮化してから

突発性発しん ー 解熱し機嫌が良く全身状態がよいこと

登園届　　（保護者記入）

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす

印又はサイン

　保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場所です。感染症の集団発症や流行を
できるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。
　保育園入園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ
の医師の診断にしたがい、登園届の提出をお願い致します。なお、保育室での集団生活に
適応できる状態に回復してからの登園するようご配慮ください。

かりよん保育園

溶連菌感染症
適切な抗菌薬治療を開始する前と
開始後1日間

抗菌薬内服後24～48時間経過していること

ウイルス性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウ
イルス等)

症状のある間と、症状消失1週間
(量は減少していくがウイルスを排
出しているので注意)

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事
がとれること

マイコプラズマ肺炎
適切な抗菌薬治療を開始する前と
開始数日間

発熱や激しい咳が治まっていること

手足口病
手足や口腔内に水泡・潰瘍が
発症した数日間

発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、
普段の食事がとれること

伝染性紅斑(りんご病) 発しん出現前の1週間 全身状態が良いこと



 

  
保護者記入

児童氏名

(平熱 ℃)

A型 B型 不明

年 月 日( 　)

年 月 日( 　)

発症からの
日数

0日目
(発症日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

月日 / / / / / / / /

最高体温

解熱日
(0日)

登園不可

乳幼児の登園可能基準

① 発症後5日を経過しました。

② 解熱後3日(乳幼児)を経過し、24時間以内に解熱剤は使用していません。

(解熱の基準：37.5℃未満)

③ 食事・水分がしっかり摂れる状態です。

上記の登園可能基準を満たし、集団生活に支障がない状態となった為、

年 月 日より 登園いたします。

保護者氏名

【参考例】

就学前児童

発症からの日
数

0日目
(発症日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

月日 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27

最高体温 39.0℃ 39.5℃ 37.5℃ 36.8℃ 36.9℃ 36.5℃ 36.8℃ 36.9℃

解熱日
(0日)

0日目 1日目 2日目 3日目 登園再開可能

解熱日
(普段の平熱)

☆ 発症(0日目)した後5日間は、解熱していても登園不可

☆ 解熱後(0日目)、3日間(乳幼児)は登園不可

発症日(発熱した日)

2025.1　株式会社　アミー

インフルエンザ登園許可意見書

かりよん保育園

インフルエンザの型

インフルエンザと診断を受けた医療機関名

受診日



 

 

  

保護者記入

児童氏名

(平熱 ℃)

年 月 日( 　)

年 月 日( 　)

発症からの
日数

0日目
(発症日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

月日 / / / / / / / /

最高体温

解熱日
(0日)

症状

登園不可

乳幼児の登園可能基準

① 発症後5日を経過しました。

② 解熱後1日を経過し、24時間以内に解熱剤は使用していません。

(解熱の基準：37.5℃未満)

③ 咳、鼻水、のどの痛み、頭痛、嘔吐、下痢、倦怠感、その他症状が軽快しました。

④ 食事・水分がしっかり摂れる状態です。

上記の登園可能基準を満たし、集団生活に支障がない状態となった為、

年 月 日より 登園いたします。

保護者氏名

【参考例】
発症からの日

数
0日目
(発症日)

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

月日 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27

最高体温 39.0℃ 3８.5℃ 38.2℃ 37.6℃ 37.5℃ 36.5℃ 36.8℃ 36.9℃

解熱日
(0日)

0日目 1日目

症状 のどの痛み のどの痛み のどの痛み 咳・鼻水 咳・鼻水 咳・鼻水 登園再開可能

解熱日
(普段の平熱)

☆ 発症(0日目)した後5日間は、解熱していても登園不可

☆ 解熱後(0日目)、1日間は登園不可

☆ 無症状の場合、検体採取日が発症0日目となる。

その後症状が出た場合、症状の出た日が発症0日目となる。 株式会社　アミー 2025.1

新型コロナウイルス感染症登園許可意見書

受診日　もしくは　自己検査日

新型コロナウイルスと診断を受けた医療機関名

発症日(発熱した日)



 

  

医師の意見書

児童氏名

病名「　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　年　　　月　　　日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので
　　　登園可能と判断します。

　　　　　　　年　　　　月　　　　　日

医療機関名

医師名 印又はサイン

からの登園となるように配慮ください。

○　医師が記入した意見書が必要な感染症

髄膜炎菌性髄膜炎 ー 医師により感染の恐れがないと認められるまで

腸管出血性大腸菌感染
症

（O157、O26、O111等）

ー

医師により感染の恐れがないと認められているこ
と。(無症状病原体保有者の場合5歳児以上出席停止
必要なし。5歳児未満連続2回の検便により、菌陰
性が確認されれば登園可)

急性出血性結膜炎
ウイルスが呼吸器から1～2週
間、便から数週間～数ヶ月排出
される

医師により感染の恐れがないと認められるまで

流行性角結膜炎
充血、目やに等症状が出現した
数日間

感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失
してから

百日咳
抗菌薬を服用しない場合、咳出
現後3週間を経過するまで

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

結核 ー 医師により感染の恐れがないと認められるまで

咽頭結膜熱
（プール熱）

発熱、充血等症状が出現した
数日間

発熱、充血等の主な症状が消えた後2日経過し
てから

発しん出現1～2日前から痂皮
形成まで

すべての発しんが痂皮化してから

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

発症3日前から耳下腺腫脹後４日
耳下腺、顎下 、舌下 の腫脹が発現してか
ら5日を経過するまで、かつ全身状態が良好に
なるまで

かりよん保育園

麻しん（はしか）
発症1日前から発しん出現後の
4日後まで

解熱後3日を経過してから

登園許可証明書

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす

　保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場所です。
感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、
下記の感染症について登園許可証明書の提出をお願いします。　
感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育生活が可能な状態となって

風しん
発しん出現の前7日から後7日
間くらい

発しんが消失してから

水痘（水ぼうそう）



 

１9．はいチーズ！ノート・はいチーズ！フォト 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

埼玉県立小児医療センター 

〒330-8777  

埼玉県さいたま市中央区新都心1-2 

かりよん保育園 

TEL 048-601-1717 

 


